
　飯岡ばやし日の出会が、いいおか潮騒ホテルでお囃子の披露を
行いました。旧食彩の宿いいおか荘で毎年行われてきた新春を祝
うこの催しは、東日本大震災により一時途絶えてしまいましたが、
ホテルの再オープンによって５年ぶりに復活。太鼓や笛の音色が
響くロビーには、耳を傾けたり写真を撮ったりする宿泊客たちの
姿がありました。　　　　　　 （１月１日／いいおか潮騒ホテル）

新春恒例のお囃
はや

子
し

が５年ぶりに復活！
復興祈願お囃子披露

あさひ
広 報あさひ

「心をひとつに」共に進もう　復興あさひ
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主な内容

「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」･･ 2
「漏水かな」と思ったら･････････････････ 4
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申
告
が
必
要
な
人

▼
市
県
民
税
の
申
告

　
今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
旭
市
内

に
住
ん
で
い
て
、
平
成
27
年
中（
１

〜
12
月
）に
事
業
、
不
動
産
、
利
子
、

配
当
、
給
与
、
雑
、
譲
渡
、
一
時
、

山
林
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

無
収
入
で
も
申
告
を

　
無
収
入
で
も
、
申
告
書
の
「
前
年

中
所
得
の
な
か
っ
た
方
の
記
入
欄
」

に
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
証
明
書
の
交
付
や
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
な
ど
に
必
要
で
す
。

※
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
し
た
人
、
給
与
所
得
だ
け

で
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
、

年
金
所
得
だ
け
で
年
金
保
険
者
か

ら
市
役
所
へ
年
金
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
た
人
は
、
市
県
民
税
の

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告

●
事
業
や
不
動
産
、
年
金
な
ど
の
所

得
が
あ
る
人
で
、
所
得
が
基
礎
控

除（
38
万
円
）と
そ
の
ほ
か
の
所
得

控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
給
与
収
入
が
２
、０
０
０
万
円
を

超
え
る
人

●
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

※
20
万
円
以
下
で
も
市
県
民
税
の
申

告
は
必
要
で
す
。

●
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
人

●
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ
の

会
社
な
ど
か
ら
給
与
所
得
の
ほ
か
、

貸
付
金
の
利
子
や
不
動
産
の
使
用

料
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人

年
金
所
得
者
の
申
告
手
続
き

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
そ
の
ほ
か
の

所
得
が
20
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
に

は
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
各
種
控
除
を
追
加
す
る
と
き
や
、

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
と

き
は
、
市
県
民
税
の
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

復
興
特
別
所
得
税
に
必
ず

記
入
を

　
平
成
25
年
分
か
ら
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
を
確
定
申

告
・
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
確
定
申
告
書
へ
の
記
入
漏
れ
が

あ
っ
た
場
合
、
再
度
修
正
し
て
申
告

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【別表】申告の期間と場所

場　所 16日
（火）

17日
（水）

18日
（木）

19日
（金）

20日
（土）

21日
（日）

22日
（月）

23日
（火）

24日
（水）

25日
（木）

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月）

市役所本庁
分室 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○

海上支所
１階特設会場 - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - -

飯岡支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - ○

干潟支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - -

※給与所得者や年金所得者の還付申告に限り、2月12日（金）から市役所本庁分室で受け付けます。

受付時間／午前８時30分〜正午、午後１時〜５時
◆２月 ○印…指定日

◆３月
場　所 1日

（火）
2日
（水）

3日
（木）

4日
（金）

5日
（土）

6日
（日）

7日
（月）

8日
（火）

9日
（水）

10日
（木）

11日
（金）

12日
（土）

13日
（日）

14日
（月）

15日
（火）

市役所本庁
分室 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○

海上支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - - -

飯岡支所
１階特設会場 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - - -

干潟支所
１階特設会場 - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - -

南 分 館

本 庁 舎

第2分館

※本庁舎駐車場が満車の際は、二中東側にある
　駐車場を利用してください。

間違わないで 市役所本庁での受付場所

分室
（申告会場）

二中 駐 車 場

「
市
県
民
税
の
申
告
」

「
所
得
税
の
確
定
申
告
」

受
け
付
け
は
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で

総合戦略懇談会（５月）

早めに準備開始
ですよ

と

　
税
金
の
申
告
時
期
ま
で
あ
と
１
か
月
。
準
備
は
済
み
ま
し
た
か
？　
申
告
の
受
け
付
け
は
別

表
の
と
お
り
で
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
ど
の
場
所
で
も
行
え
ま
す
。
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専門家が疑問を解決！ 
「税の無料申告相談」

◆�所得税と復興特別所得税・消費税・事業税・住民税申
告書作成相談会
　譲渡所得があるなど、相談内容が複雑な人への申告書
作成のアドバイスも行います。

◆税理士による無料申告相談会
　小規模事業者、給与所得者、年金受給者が対象です。

〈共通事項〉
受付時間／午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分

給与支払報告書・源泉徴収票は２月１日（月）まで
に提出を

　給料、賃金などの支払者は、２月１日までに「給与支
払報告書（市区町村提出用）」を作成し、受給者の住所地
の市区町村に提出してください。また同時に作成された
「源泉徴収票（受給者交付用）」を全ての受給者に交付し、
給与支払金額が一定額以上のものは、税務署にも提出し
てください。
　青色申告をする事業主で、専従者給与を支払った人や
臨時の従業員に賃金などを支払った人も同様です。

確定申告などの際に必要 
公的年金の源泉徴収票を発送中

　平成27年中に、国民年金や厚生年金などの老齢・退
職を支給事由とする年金を受け取った人に、支払われた
年金額や源泉徴収された所得税額などを知らせる「平成
27年分公的年金等の源泉徴収票」が、１月13日から順
次発送されています。
　所得税の確定申告などの際に必要ですので、大切に保
管してください。また２か所以上に提出の必要があるな
ど再交付が必要な場合は、ねんきんダイヤル（☎0570-
051165）で受け付けています。
※050から始まる電話からは（☎03-6700-1165）へ。
受付時間／●月〜金曜日：午前８時30分〜午後５時15
分（月曜日は午後７時まで）　●第２土曜日：午前９時
30分･〜午後４時
　くわしい内容は佐原年金事務所（☎0478-54-1442）、
または市保険年金課高齢者医療年金班（☎62-5332）へ。

中学生の「税についての作文」「税の標語」 
市内から３人が入選

受賞者（敬称略）
作文／●銚子税務署長賞：石井水月（干潟中・３年）　　
●旭市長賞：松村花菜（二中・３年）
標語／●銚子税務署長賞：松本悠希（飯岡中・３年）

申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

①
申
告
書
と
印
鑑

②
給
与
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
ま

た
は
給
与
支
払
証
明
書

③
営
業
・
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
者

は
、
収
入
と
支
出
の
分
か
る
帳
簿

や
固
定
資
産
税
課
税
資
産
明
細
書

な
ど

④
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
寄
付
金
、

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど

の
控
除
を
受
け
る
人
は
、
領
収
書

や
証
明
書
な
ど

※
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
も
証

明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

⑤
前
年
、
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

確
定
申
告
書
の
控
え

申
告
書
の
発
送

　
各
申
告
書
は
２
月
上
旬
ま
で
に
発

送
し
ま
す
。
市
県
民
税
の
申
告
書
は
、

扶
養
家
族
と
し
て
申
請
の
あ
っ
た
人

に
は
送
付
し
な
い
た
め
、
平
成
27
年

中
に
28
万
円
以
上
所
得
の
あ
っ
た
人

は
、
市
税
務
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申
告
の
混
雑
解
消
に
協
力
を

●
経
費
や
医
療
費
な
ど
は
、
集
計
を

済
ま
せ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
済
ん

で
い
な
い
人
は
、
集
計
が
終
わ
る

ま
で
順
番
を
待
つ
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

●
相
談
の
必
要
が
な
い
人
は
、
郵
送

や
電
子
申
告（
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
）を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
や
税
理
士
な
ど
へ

　
次
の
人
は
、
銚
子
税
務
署
や
青
色

申
告
会
で
申
告
す
る
か
、
税
理
士
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

①
青
色
申
告
の
人

②
事
業
、
不
動
産
所
得
が
あ
る
白
色

申
告
者
で
、
収
入
金
額
合
計
が
１
、

０
０
０
万
円
以
上
の
人

③
土
地
・
建
物
、
株
式
・
投
資
信
託
、

先
物
の
譲
渡
所
得
、
配
当
所
得
、

山
林
所
得
の
あ
る
人

④
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

⑤
そ
の
ほ
か
、
複
雑
な
案
件

銚
子
税
務
署
申
告
書
作
成
・

相
談
会

　
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
書
類
の
ほ
か
、

印
鑑
、
筆
記
用
具
、
計
算
器
具
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
／
２
月
16
日
㈫
〜
３
月
24
日
㈭

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

受
付
時
間
／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

４
時

場
所
／
銚
子
商
工
会
館
１
階（
銚
子

市
三
軒
町
19
︲
４
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で（
ｅ
︲
Ｔ

ａ
ｘ
）

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: 

//w
w

w
.nta.go.jp/

）で
所
得
税

の
確
定
申
告
や
収
支
計
算
書
な
ど
が

作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告

デ
ー
タ
は
、
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
で
管
轄
の

税
務
署
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
な
お
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
送
信
に
は
、

電
子
証
明
書
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
な
ど
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

●
所
得
税
の
確
定
申
告

銚
子
税
務
署

☎
０
４
７
９
︲
22
︲
１
５
７
１

●
市
県
民
税
の
申
告

市
税
務
課
課
税
班☎

62
︲
５
３
２
１

期　日 場　所
２月５日（金）、８日（月） 市役所本庁分室

期　日 場　所
２月５日（金）、８日（月） 市役所本庁分室
２月23日（火） 第二市民会館
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兆
候
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う

●
特
に
理
由
が
な
い
の
に
、
使
用
水

量
が
増
え
て
い
る
。

●
蛇
口
を
よ
く
閉
め
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
水
が
垂
れ
て
い
る
。

●
水
を
使
っ
て
い
な
い
の
に
、
蛇
口

な
ど
に
耳
を
当
て
る
と「
シ
ュ
ー
」

と
音
が
す
る
。

●
水
道
管
を
埋
め
て
あ
る
付
近
の
地

面
や
壁
面
な
ど
が
湿
っ
て
い
る
。

●
給
湯
設
備
な
ど
の
配
管
か
ら
水
が

流
れ
出
て
い
る
。

●
水
を
使
っ
て
い
な
い
の
に
、
宅
内

か
ら
側
溝
な
ど
に
排
水
し
て
い
る
。

●
水
洗
ト
イ
レ
の
水
を
流
し
て
い
な

い
の
に
、
水
が
流
れ
て
い
る
。

漏
水
し
て
い
た
ら

　

応
急
処
置
と
し
て
、
メ
ー
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス
内
の
止
水
栓
を
右
に
回
し
、

水
を
止
め
ま
す（
写
真
①
参
照
）。

【
蛇
口
か
ら
漏
水
し
て
い
た
ら
】

　
旭
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
旭
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

【
水
洗
ト
イ
レ
や
給
湯
設
備
な
ど
か

ら
漏
水
し
て
い
た
ら
】

　
器
具
に
止
水
栓
が
あ
れ
ば
、
水
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
器
具
の
修
理
や
交
換
は
、
取
り
付

け
た
業
者
か
旭
市
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

【
第
一
止
水
栓
か
ら
宅
内
側
の
配
管

で
漏
水
し
て
い
た
ら
】

　
旭
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
費

用
は
、
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
第
一
止
水
栓
と
は
、
道
路（
本
管
）

側
か
ら
宅
内
に
向
か
っ
て
最
初
の

止
水
栓
の
こ
と
。
第
一
止
水
栓
か

ら
外
側
で
漏
水
し
て
い
る
場
合
は
、

水
道
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

料
金
は
ど
う
な
る
の
？

　
家
庭
の
給
水
装
置（
水
道
管
）は
、

皆
さ
ん
の
財
産
で
あ
り
、
自
分
で
管

理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
し
漏

水
で
通
常
よ
り
請
求
が
高
額
に
な
っ

て
も
、
原
則
と
し
て
水
道
メ
ー
タ
ー

で
計
量
し
た
水
量
に
対
す
る
料
金
は
、

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
次
の
全
て
の
条
件（
①

と
②
）を
満
た
す
場
合
は
、
一
部
減

額
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
地
下
や
壁
内
、
床
下
の
漏
水
で
、

地
表
や
外
観
か
ら
は
確
認
で
き
ず
、

流
水
音
な
ど
も
な
い
な
ど
、
発
見

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
。

②
漏
水
発
見
後
、
速
や
か
に
旭
市
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
連
絡

し
、
漏
水
の
修
理
を
し
た
、
も
し

く
は
修
理
を
依
頼
し
て
い
る
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
。

※
右
記
の
条
件
を
満
た
し
て
も
、
次

の
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
給
水
装
置
を
損
傷
さ
せ
た
。

●
無
届
け
で
給
水
装
置
を
改
造
し
た
。

●
市
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
工
事

業
者
が
修
理
し
た
。

●
井
戸
水
の
配
管
を
水
道
に
切
り
替

え
て
使
用
し
て
い
る
。

●
漏
水
を
発
見
し
た
日
か
ら
２
か
月

以
内
に
申
請
し
て
い
な
い
。

写真①右へ止まるまで回す

問
い
合
わ
せ
先

旭
市
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー

☎
63
︲
８
８
８
１

水
道
課
工
務
班

☎
63
︲
８
８
８
２

漏
水
の
発
見
方
法家の蛇口を全て閉め、トイレや給湯設

備などで水を使用していないことを確
認します。

メーターボックスを開け、メーターの
ふたを開けます。

パイロットが少しでも回っていれば、
どこかで漏水しています。指定給水装
置工事事業者に修理を依頼しましょう。

パイロット

　
最
近「
水
道
の
使
用
水
量
が
増
え
て
い
る
が
、
水
道
管
の
漏
水

で
は
な
い
か
」と
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

漏
水
は
、
初
め
は
わ
ず
か
な
量
で
も
次
第
に
多
く
な
り
、
料

金
も
高
額
に
な
り
ま
す
。
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
早
期
に

発
見
し
ま
し
ょ
う
。
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「
漏
水
か
な
」と
思
っ
た
ら

定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
で
早
期
対
応
を
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市民が楽しく健康にスポーツができるよう
活動しています�
スポーツ推進委員
　スポーツ推進委員は、教育委員会から委嘱される非常
勤の特別公務員で、社会的に信望があり、スポーツに関
する深い関心と理解を有している人です。現在、市内各
地区から30人が委嘱され、スポーツ推進のための連絡
調整や住民に対するスポーツの実技指導、スポーツ振興
のための指導や助言などの活動を行っています。
　スポーツ推進委員という名称は、スポーツ基本法の施
行に伴い、それまでの体育指導委員から変更になったも
のです。

旭市スポーツ推進委員を紹介します
中央地区／成毛勝雄、加藤典

のり

晃
みつ

、小島美千代
琴田地区／深井俊行、宮内良子
矢指地区／小島正之、姥山正勝　
富浦地区／大橋誠治、鵜澤葉子　
共和地区／向後信子、飯田政晴
豊畑地区／山﨑喜一郎（会長）、椎名玲子、菱木芳雄
干潟（旧旭）地区／林恒子、知念清

せい

壽
じ

海上地区／渡邉洋子、岩橘宏枝、遠藤俊彦、大久保昌浩、
越川哲哉
飯岡地区／片桐文夫（副会長）、金山理

さと

宏
ひろ

、梅原清活、･
林宏、野口稔
干潟地区／衣鳩直喜、小澤昌志、大极晋一、宮野秀

ひで

平
ひら

※敬称略。なお任期は２年（平成27年４月１日〜29年
３月31日）です。

スポーツ推進委員の役割�
（1）スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整。
（2）市民が行うスポーツの実技指導。
（3）市民のスポーツ活動促進に伴う組織の普及や育成。
（4）･学校、公民館などの教育機関やそのほか行政機関が

行う、スポーツ行事、事業への協力。
（5）･スポーツ団体や各種団体が行うスポーツに関する行

事または事業への協力。
（6）市民全般に対し、スポーツへの理解を深める。
（7）市民のスポーツ振興のための指導や助言。

スポーツ推進委員の主な活動
●活動内容を検討する会議の開催（年２回）
●市民スポーツのつどい（軽スポーツ大会）
●健康体力づくりフェスティバル（軽スポーツ大会）
●上部団体（国・関東・県）行事への参加
●旭市民体育祭、旭市民駅伝大会
●旭市飯岡しおさいマラソン大会

ヘルスバレーボールの審判を行うスポーツ推進委員

　本校は明治16年、初代林文
ぶん

嶺
れい

校長の下、萩園付属三
川小学校として創立し、幾度かの改称を重ね旭市立三川
小学校として現在に至っています。今年で本校も創立
133年目を迎えます。これまでに６千人以上の卒業生を
輩出し、各方面で活躍されています。その歴史と伝統を
受け継ぎ、現在本校児童217人は明るく素直に伸び伸び
と成長しております。

　さて、本校の特色の一つに30年以上続いている親子
海岸清掃があります。この功績が認められ、昨年７月の

「海の日」表彰で国土交通省関東地方整備局賞を受賞しま
した。これも保護者の方々のご協力のおかげと感謝いた
します。そしてキャリア教育の一環として、高台避難経
路のごみ拾いや学校周辺のごみ拾いなどのボランティア
活動を行っています。もう一つの特色に「ふれあい祭り」
があります。吹奏楽部演奏のセレモニーから始まり、各
学年の教室や廊下での工夫を凝らした出し物は、地域や
保護者の方々とのよき交流の場となり、子どもたちに
とっては、思い出に残る大きな財産となっています。ま
た３年生児童が行う社会福祉協議会の方々や老人クラブ
の方々とのグラウンドゴルフや会食も、お互いの交流が
深まり地域連携に大きく役立っています。
　これからもよき伝統と特色ある活動を守りつつ、三川
小の子どもたちがより一層輝く教育活動を目指していき
たいと考えています。

学びのひろば旭 vol.28
旭市教育委員会

庶務課（☎55-5721）
学校教育課（☎55-5724）
生涯学習課（☎55-5727）
体育振興課（☎64-1132）

校長リレーエッセイ

「地域と共に」
〜触れ合いを求めて〜

横山 昌弘

 
三川小学校長
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…申し込み　問…問い合わせ

つみれ鍋に挑戦しよう
「男の料理教室」
日時／１月27日（水）　午前９時30分
〜午後１時
場所／いいおかユートピアセンター
対象／市内在住の男性
定員／20人
費用／500円（材料費、保険料）
持ち物／エプロン、三角巾など
旭市社会福祉協議会（☎57-3133）

どんな鳥が見られるかな？
「野鳥観察会」
日時／２月11日（木・祝）　午前９時
30分〜正午（受け付け：午前９時〜）
場所／県立東庄県民の森
定員／30人程度
費用／200円
持ち物／双眼鏡、筆記用具など

県立東庄県民の森管理事務所（☎
0478-87-0393）

県立銚子特別支援学校
「銚特フェア」
日時／２月２日（火）　午前10時〜午後
４時
場所／イオンモール銚子イルカの広
場・Ｃ１入口
内容／作業学習製品の販売、児童生徒
の絵画の展示など
県立銚子特別支援学校中学部・高等
部（☎0479-22-0243）

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料相談会を開催
日時／１月22日（金）　午後１時〜５
時　※要事前予約
場所／第二市民会館
対象／15歳以上40歳未満の自立に悩
む無職の人、またはその保護者

ちば北総地域若者サポートステー
ション（☎0476-24-7880）　※土・日
曜日、祝日を除く。

市税の休日・夜間納税窓口

〈日時〉
●休日納税窓口：１月24日（日）　午
前８時30分〜午後５時
●夜間納税窓口：１月25日（月）　午
後８時まで

〈場所〉
　税務課
税務課収税班（☎62-5322）

介護保険料の納付と要介護認定の
申請の夜間窓口
　日中に納付や申請が困難な人のた
め、介護保険料の夜間納付と要介護認
定（個人申請分）の夜間申請を受け付け
ます。
日時／１月25日（月）　午後８時まで
場所／高齢者福祉課
高齢者福祉課介護保険班（☎62-53･

08）

　全国で、エアコンや換気扇のクリーニングなどの掃除
サービスに関するトラブルが多く寄せられ、国民生活セ
ンターが注意を呼び掛けています。

【事例１】見積もりと異なるサービスで請求された
　インターネットで調べた業者に台所の掃除を依頼し
た。事前に見に来て写真も撮り、見積もりをもらった。
２人で１時間半ほどの作業で１万円になると言われたの
で契約した。当日は作業員が１人で来て、１時間かから
ないで終わった。見積もりどおり支払ったが納得できな
い。
【事例２】キャンセル料の請求根拠が不透明
　エアコンの具合が悪かったので室外機の詰まりが原因
だと思い、インターネットで検索した業者に依頼した。
エアコン２台と室外機１台で３万円、作業時間１時間の
予定だった。当日室外機の現象を説明したら「クリーニ
ングでは解消しない」と言われ、作業せずに帰った。そ
の後本社から「当日キャンセルなので作業代全額を払っ
てほしい」と言われた。当日のキャンセルは全額請求に

なるとはインターネットに書かれていなかった。依頼す
る際にメーカー名などは聞かれたが、現象までは聞かれ
なかった。後から請求されるのは納得できない。
アドバイス
◦サービス内容の情報を集め、１社だけでなく複数社か
ら書面で見積もりを取り、比較・検討する。
◦事業者に自分の希望を伝え、十分コミュニケーション
を取る。疑問に思うことは必ず解消しておく。
◦契約書はよく読み、分かりにくければ説明をしてもら
う。
◦業務内容、料金体系、サービスの対象範囲、クーリン
グ・オフなどの解約方法、破損や紛失などが起こった
際の対処策方法などについてよく確認する。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

掃除サービスのトラブルに注意

消費生活センター

ほっと通信 Vol.58 金額と作業内容の
確認をさせてください
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くらしのインフォメーションi

自衛官（予備自衛官補）

対象／●一般公募：18歳以上34歳未
満の人　●技能公募：18歳以上で衛
生・語学・整備・情報処理・通信・電
気・建設などの国家資格がある人（資
格により53〜55歳未満）
申込期限／４月８日（金）
試験日／４月15日（金）〜19日（火）の
指定する日
申し込み方法／自衛隊成田地域事務所
にある願書で申し込んでください。

自衛隊成田地域事務所（☎0476-
22-6275）

お知らせ
Information

あなたの出会いをサポートします
「ウインターフェスタⅡ」
日時／２月20日（土）　午後１時〜５時
場所／参加決定者に後日案内あり
対象／独身で20歳以上の人　※会員
優先
定員／男女各15人
内容／イチゴ狩りとパーティー　※バ
ス移動あり
費用／男性2,500円、女性1,500円
申込期限／２月１日（月）　午後５時
申し込み方法／タイトルを「イチゴ申
込」とし、住所、氏名、電話番号、生
年月日をメールで知らせてください。･
※定員を超えた場合は抽選。

旭市出会いコンシェルジュ事務局
（☎62-5396・市民生活課市民生活支
援班内）　 deai-con@city.asahi.chi･
ba.jp

ゴム動力飛行機を作って飛ばす
「飛行機工作教室」
日時／２月11日（木・祝）　午後１時〜
２時30分
場所／航空科学博物館１階多目的ホー
ル
対象／小学生以上
定員／40人　※午前10時から受付で
整理券の配布あり。
費用／300円（材料費）
航空科学博物館（☎78-0557）

インターネット公有財産売却シス
テムにより市有地を売却します
所在地／ニ字原山5087番1（宅地、1,3･
35.04㎡）
参加申込期間／１月15日（金）〜２月
４日（木）
※申し込み方法などのくわしい内容
は、市ホームページで確認できます。
財政課管財営繕班（☎62-5315）

千葉県指定文化財の旧林家住宅
「屋根葺

ふき

替
か

え工事見学会」
日時／１月30日（土）　午前10時30分
と午後１時30分の２回　※雨天中止
場所／大原幽学遺跡史跡公園旧林家住
宅
定員（各回）／20人
持ち物／動きやすい服装　※安全のた
めヘルメットの着用あり。

大原幽学記念館（☎68-4933）

紙芝居を楽しく演じてみよう！
「読書ボランティア養成講座」
日時／２月４日（木）　午後１時〜３時
場所／市民会館
対象／読み聞かせに興味がある人
定員／30人
内容／紙芝居の演じ方の基礎を学ぶ
講師／橋口英二郎さん（童心社編集部）
費用／無料

市図書館（☎62-2560）

旭幼稚園
「２歳児親子サークル」
日時／１月20日（水）　午前９時30分
受け付け開始　※要事前申し込み
場所／旭幼稚園ホール
費用／500円（年間、バッジ代）

旭幼稚園（☎62-0788）

本場の唐辛子を使って作る
「おいしいキムチ作り講座」
日時／２月23日（火）　午前10時〜午
後１時
場所／第二市民会館
対象／20歳以上の人
定員／20人
費用／1,000円（材料費）

第二市民会館（☎63-8755）

募集
Recruitment

介護認定調査員

要件／看護師、保健師、介護支援専門
員などの資格があり、月10件程度の
調査ができる60歳未満の人　※要自
動車運転免許証
募集人数／若干名
提出書類／履歴書（写真添付）、資格免
許証の写し
申込期限／１月29日（金）　※要事前
連絡
採用日／４月１日（金）

高齢者福祉課介護保険班（☎62-5･
308）

間違えないよう確認を！
災害時避難場所を一部変更

　飯岡中の移転に伴い、旧校舎の津
波避難ビルの指定を解除しました。
さらに、いいおかユートピアセン
ター、飯岡体育館、飯岡野球場も津
波浸水想定区域にあることと、東日
本大震災の津波で浸水したことによ
り、指定避難場所・広域避難場所の
指定を解除しました。
　また新たに飯岡中新校舎を指定避
難場所・津波避難場所として、三川
ふれあい公園を広域避難場所として
暫定的に指定することとします。
　津波ハザードマップや防災マップ
を各自で訂正するなど、間違えない
ようにしましょう。
指定避難場所
いいおかユートピアセンター⇒飯岡
保健福祉センター、飯岡中新校舎
飯岡体育館⇒三川小
広域避難場所
飯岡野球場⇒三川ふれあい公園
津波避難拠点
飯岡中旧校舎⇒いいおか潮騒ホテ
ル、双葉団地Ａ、いいおか保育所、
飯岡中新校舎、横根高台など
※･正式な指定や解除などは、旭市地
域防災計画の変更後となります。
総務課地域安全班（☎62-5311）
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　イチゴにはビタミンＣが豊富に含まれ、生のまま食べられ
るので効率よく摂取できます。イチゴの果実は表面について
いる粒々のことで、私たちが食べている赤い部分は、花を支
えていた花

か

托
たく

という部分が発達したものです。

VOL.72 いちご大福

①イチゴは洗って水気を切り、へたを取る。
②･こしあんは４等分に分け、①のイチゴの先端が見
えるように包んでおく。
③･耐熱ボウルにAを入れ、粉の固まりがなくなるま
で混ぜた後、ラップを掛け600Wの電子レンジ
で２分加熱し、取り出してよく混ぜる。
④･さらに１分加熱し、取り出してよく混ぜ、これを
もう一度繰り返す。
⑤･片栗粉を敷いたバットに④をあけて４等分する。
片栗粉を使ってくっつかないようにしながら、温
かいうちに②を包む。包み終わりは生地をつまん
でしっかり閉じる。

作り方

【１月１日現在】･ ･ 前月比　
　人　口･ 67,598人　･ （▲2人）
　　男･ 33,218人　･ （＋16人）
　　女･ 34,380人　･ （▲18人）
　世帯数･ 25,487世帯･（＋35世帯）

人のうごき

【12月の移動】
　転入　209人　　出生　37人
　転出　178人　　死亡　70人

火災
【12月】　　　　･･平成27年の累計
　建物火災･ 1件･ （15件）
　そのほかの火災･0件･ （14件）

交通事故
【12月】　　　･･平成27年の累計
　事故件数･ 187件･（1,970件）
　死亡者数･ 0人･ （3人）

データシート

おい
しく食べよう

簡単・ヘルシーレシピ

旭産
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〒289-2595･千葉県旭市ニの1920番地　☎0479-62-1212（代表）

旭市ホームページ　http://www.city.asahi.lg.jp/

　広報あさひは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断基準
を満たす用紙、誰にでも読みやすいUD（ユニバーサルデザイン）
フォント、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

材料�（４人分）
イチゴ･･･････････････ ４粒
こしあん････････････ 80ｇ
　･白玉粉････････････ 40ｇ
　･上白糖････････････ 20ｇ
　･水･････････････ 大さじ４

片栗粉･･･････････････ 適量

問旭市保健推進員協議会(☎63-8766・健康管理課
予防班内)
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感動と癒やしを届けたい！
思いを乗せて
響くメロディー

海上草笛・指笛クラブ

１人分の栄養価　エネルギー101kcal、塩分0.0ｇ

海上草笛・指笛クラブ

キラリあさひ人キラリあさひ人
まちの主人公は「ひと」。

さまざまな分野からキラリ輝く人を

ピックアップし、紹介します。
vol.55

の葉で感じられるのも魅力の一つ。冬の日に鳴らすツツ
ジの葉に、花の咲く初夏を思うといった楽しみもある。と
きには、耳を傾けてくれる人の癒やしになればと、公園
を訪れる家族連れなどを前に奏でることもあるのだとか。
　今後の目標は、草笛や指笛の演奏で老人ホームなどへ
の慰問に挑戦すること。「感動と癒やしのひとときを届け
ることで、少しでも皆さんのお役に立つことができれば」
と、レベルアップに向けて練習を重ねる。メロディーは
響く、牧野さんの思いを乗せて。
行政へ一言！
　子どもからお年寄りまで幅広い年代が集い、一緒にリ
フレッシュできる場所や機会がもっとあるといいですよ
ね。そういう環境ができてくれば、みんなの思いやりや
お互いに助け合う気持ちも、より大きくなるのでは。

牧野 洋一さん（後草）

　毎月第２・４土曜日の午後２時〜
４時に海上公民館で活動し、旭市民
音楽祭や敬老大会、文化祭などに出
演しています。新聞やラジオで紹介
されたことがある吉岡先生も、顧問
として在籍。見学や参加なども随時
受け付けています。

「自分の唇に合うような大きさの葉でしたら、よろ
しいかと思いますね。こんな感じで……」。口

元に葉を軽く押さえて息を吹くと、葉が震えて音が鳴る。
唱歌「故郷」のメロディーが澄んだ音色で響く――。
　草笛・指笛を始めたのは９年前、海上草笛・指笛クラ
ブで講師を務める吉岡先生の草笛を耳にしたのがきっか
けだった。「音が鳴ることは、子どものころから知ってい
ましたが、音階があって曲を奏でられるということは知
らなかったんです。メロディーを初めて聞いて、心に響
くような感動を覚えました」と当時を振り返る。クラブ
の代表を務めるようになった今「人を感動させる曲が奏
でられるよう頑張っています」と笑みがこぼれる。
　散歩の途中に吹くこともしばしば。公園などで見掛け
た草や木の葉を何げなく鳴らす。四季の移ろいを、植物


